
山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和３年８月１０日（火）午前９時０８分から午前９時５０分 

 

２． 開催場所 山江村役場 ２階 大会議室 

 

３． 出席委員（１３名） 

     農業委員 ６名 

     推進委員 ７名 

 

４． 欠席委員（なし） 

      

 

５． 議事日程 

  日程１ 開会 

  日程２ 会長挨拶 

  日程３ 諸般事情報告 

 日程４ 議事録署名委員の指名について 

 日程５ 議第２２号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

 日程６ 議第２３号山江村農用地利用集積計画（第７次）に対する意見決定について 

  日程７ その他 

  日程８ 今後の行事 

  日程９ 閉会 

 

 

６． 農業委員会事務局職員 

事務局長   

事務局係長  
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７.  会議の概要 

 

事務局長       それではご起立お願いします。一同、礼。ご着席ください。 

          山江村農業委員会における農業委員の総数は６名で、本日の出席委員は

６名でございます。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数に達して

おりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より令和３

年８月期の農業委員会総会を開会いたします。  

          日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長        （会長挨拶）  

 

事務局長       ありがとうございました。次に日程３「諸般事情報告」となっており

ます。農業委員、農地利用最適化推進委員におかれましては、何かござ

いませんか。 

 

          （なしの声） 

 

事務局長       それでは、なしということで、日程４「議事」に入ります。日程４以

降につきましては会長にて議事進行をお願いいたします。 

 

議長         はい。これより議事に入ります。まず、日程４「議事録署名委員の指

名について」山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議事

録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっております

ので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は４番

農業委員、６番農業委員にお願いいたします。 

 

議長         次に日程５、議第２２号「農地法第１８条第６項の規定による賃借権

等の解約の承認について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説

明をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第２２号についてご説明いたします。総会資料の

１ページをお開きください。議第２２号「農地法第１８条第６項の規定

による賃借権等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法

施行規則第６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃借権の合意解約

通知があったので承認を求める。令和３年８月１０日提出、山江村農業

委員会会長。２ページと３ページが通知書と合意解約書の写しとなって

います。（申請内容について説明）。４ページに地籍図を添付しておりま

す。（現地について説明）。解約の目的は、借人が耕作管理できなくなっ

たことによるものとなっております。以上でございます。 
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議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         農業委員の方、推進委員の方、意見がないようですので、それでは採

決をいたします。議第２２号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸

借等の解約について」異議がない方は挙手をお願いします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第２２号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程６、議第２３号「山江村農用地利用集積計画（第７次）に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第２３号についてご説明いたします。総会資料の

５ページをお開きください。議第２３号「山江村農用地利用集積計画（第

７次）に対する意見決定について」令和３年山江村農用地利用集積計画

（第７次）を定めることについて、農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項の規定により、山江村長から意見を求められたので、この計画につ

いて可否を求める。令和３年８月１０日提出、山江村農業委員会会長。

６ページ、７ページが意見書の写し。８ページが総括表となっておりま

す。９ページの利用権の設定等状況一覧表をご覧ください。今回申請さ

れましたのは、賃借権の新規設定１件、使用貸借権の新規設定１件、所

有権移転２件の計４件で案件の総面積は 7,261 ㎡でございます。それで

は、新規設定１件２筆分についてご説明いたします。総会資料の１０ペ

ージをご覧ください。賃借権の設定に係る申請でございます。（申請人

について説明）。１１ページをご覧ください。（申請内容について説明）。

１２ページから１４ページまでに地籍図・現況写真を、１５ページに調

査書を添付しております。現地調査につきましては、申請者及び担当農

業委員と共に８月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より補足
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説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明いたします。８月３日９時３０分より、貸し手の

方、借り手の方、事務局係長、そして私の４名で現地調査を行っており

ます。（現地について説明）。現状としましては、現在２反ぐらいは耕し

てありますが、後の５畝くらいは作物を栽培されていますが、前の借り

手の方が手入れもしてなくて大変荒れているわけでございます。まだビ

ニールとかもしてあるので早くどうにかしてくれということでしたが、

まだ それもされていないようでした。借り手の方は、現在 作物を多

く栽培しておられまして、ここにもまたを作る予定ですので、審議の程

よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。農業委員の方、何かございませんか。 

 

議長         私からよろしいですか。（申請地番）は、まだ作物が植えてあるんで

すかね。 

 

事務局係長      賃借権につきましては、現地では、今年の分は新たに借りられる方が

払いますということで、話は聞いております。先ほどからの申請地の三

角の形の方なんですけども、現状 前に借りられていた方がそこで作物

を作られてマルチをそのまま、作物もそのままという状態なんだそうで

す。元々の所有者の方から直接、お話はしてある状況ですけれども、ま

だそれからも動きがないので、またお盆明けにお話をして、刈って処分

して元に戻したうえで次の新しい方に貸してもらうようにという話は

されているそうなんですけれども、それでも動きがないようであれば農

業委員会の方からも指導をお願いするかもしれないというような話は

聞いております。 

 

議長         作物自体は前任者が処分するということですか。 

 

事務局係長      はい。そうです。 

 

議長         しない場合はこちらから指導するということですね。 

 

事務局係長      はい、そうですね。勝手には扱えないということですので。 

 

議長         他に、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方からの質疑・意見等ございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         ないようですので、それでは採決をいたします。新規設定１件２筆分

について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件２筆分につきましては、原案の

とおり決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権の新規設定１件１筆分について、事務局の説

明を求めます。 

 

事務局係長      それでは説明に入ります前に１６ページをご覧ください。本案件は農

地中間管理事業による集積となっておりまして、借り手は農業公社とな

りますが実際の受け手候補者につきましてはご覧のとおりとなります。

それでは、新規設定１件１筆分についてご説明いたします。総会資料の

１７ページをご覧ください。使用貸借権の設定に係る申請でございます。

（申請人に関して説明）。１８ページをご覧ください。（申請内容につい

て説明）。１９ページ・２０ページに地籍図、現況写真を添付しており

ます。現地調査につきましては担当農業委員、担当推進委員と共に８月

３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明いたします。８月３日火曜日、午前９時より担当

推進委員、事務局係長、そして私の３名で現地立会い調査をしてきまし 

          た。借り手の方は仕事の都合で欠席をされました。（申請内容について

説明）。２０ページの方に現況写真がありますが田植えもされておりま

して、たばこの方も作られている方なので今後もしっかり管理していか

れることと思います。審議の程よろしくお願いいたします。 
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議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     別にありません。 

 

議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方から、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度 農業委員の方、質疑・意見等ございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分につきましては、原案の

とおり決定いたします。 

 

議長         それでは、次の所有権移転１件１筆分について事務局の説明を求めま

す。 

 

事務局係長      はい。それでは、所有権移転１件１筆分につきましてご説明いたしま

す。総会資料の２１ページをご覧ください。所有権移転に係る申請でご

ざいます。（申請人に関して説明）。２２ページをご覧ください。（申請

内容について説明）。２３ページに地籍図を添付しております。（現地に

ついて説明）。今年４月の総会時に元々の所有者の方から農業公社への

売渡について協議し意見決定いただいた農地で、今回 農業公社への登

記が完了したことにより、公社から受け手への売渡の申請となっており

ます。売買に係る手続きにつきましては、７月８日に事務局立会いの下、

役場庁舎内で行われております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま
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す。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。ないようですので、採決をいたします。所有権移転１件１筆分

について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、所有権移転１件１筆分につきましては、原案

のとおり決定いたします。 

 

議長         それでは、次の所有権移転１件１筆分について事務局の説明を求めま

す。 

 

事務局係長      はい。それでは、所有権移転１件１筆分についてご説明いたします。

総会資料の２４ページをご覧ください。所有権移転に係る申請でござい

ます。（申請人に関して説明）。２５ページをご覧ください。（申請内容

について説明）。２６ページに地籍図を添付しております。（現地につい

て説明）。今年３月の総会時に元々の所有者の方から農業公社への売渡

について協議し意見決定いただいた農地で、その時点では４筆だったも

のを合筆した後に農業公社への登記が完了したことから、今回 公社か

ら受け手への売渡の申請となっております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         再度、農業委員の方からの質疑・意見等ございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等がないようですので、それでは採決をいたします。

所有権移転１件１筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、所有権移転１件１筆分につきましては、原案

のとおり決定いたします。 

        

議長         以上４件、全事案とも全員賛成となりましたので、議第２３号につき

ましては原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程７「その他」となっております。事務局より連絡をお願いい

たします。 

 

事務局係長      その他について説明。 

 

議長         他にありませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         それでは次に、日程８「今後の行事」に移ります。事務局より説明を

お願いします。 

 

事務局係長      今後の行事について説明。 

 

議長         それでは、日程９「閉会」に移ります。以上をもちまして、農業委員

会８月期総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 
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令和 3 年 8 月 10 日(火)午前 9 時 50 分終了 

 

                        議長            ㊞ 

 

                        委員            ㊞ 

 

                        委員            ㊞ 


